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　１．新制度実施に伴う、利用者負担（保育料）の算定における国の基準

　２．新制度実施に伴う、東久留米市における利用者負担（保育料）の検討事項

　　●　基本的な方向性（案）

　　●　国が定める水準については、１号認定、２・３号認定それぞれにおいて、施設・事業の種類を問わず、同一の水準としている。

　　●　新制度における利用者負担（保育料）については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされ、現行の幼稚園・
　　　保育所の利用者負担（保育料）の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定めることとなる。

　　●　国が定める水準は、現行の私立施設の保育料設定を基礎として、次の要素を基にして設定された。

　　　　①教育標準時間認定（１号認定）を受ける子どもについては、現行の幼稚園就園奨励費を考慮し組み込む（５階層）
　　　　　（現行は幼稚園・認定こども園が、それぞれの教育に要する経費などを基に保育料を決定する。また、国として保護者の所得を基に５階層に
　　　　　　分けた上で、保護者に補助している。）

　　　　②保育認定（２号・３号認定）を受ける子どもについては、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮（８階層）
　　　　　（現行は東久留米市児童保育運営費徴収条例に基づき、保育料を決定している。（２２階層））

　　　　①国は新制度実施に伴い、利用者負担（保育料）の上限額は、概ね現行の私立幼稚園・保育所の実質的な利用者負担の水準と同程度とし
　　　　　て設定している。

　　　　②新制度実施へ向けて、円滑な制度移行に努めるとともに、制度変更時の保護者の利用者負担（保育料）の変化を大きくしないという観点から、
　　　　　新規である１号認定の利用者負担（保育料）は国基準を基本に、２・３号認定については、現行の東久留米市児童保育運営費徴収条例に規定
　　　　　する保育料を基本に改正部分を反映し設定していく。
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【１号認定】

①

②

【２号・３号認定】

①

②

③

④

（２号、３号認定については、特殊ケースあり）

　　●　具体的な検討事項

階層区分数

事　項 内　　　　　　　　容 備　　　　　　考
・新規で基準表を設定する必要がある。
（例）国基準どおり、５階層

・新制度に移行しない幼稚園の就園奨励
費（国制度）は継続する。

保育料設定
・新規で基準表を設定する必要がある。
（例）国基準どおり

・国基準は現行の私立幼稚園の全国平均
等をベースに就園奨励費を考慮して設定

事　項 内　　　　　　　　容 備　　　　　　考

階層区分数
・現行の東久留米市の基準表を国基準と対比し検討する
（例）国基準どおり、８階層
（例）現行の市基準表の区分を移行（２２階層）

・現行、所得階層の判定は保護者の所得
税により行っていた。国基準の改正では、
市民税所得割により判定することとされ
た。

保育料設定
・現行の東久留米市の基準表を検討
（例）現行の基準表を移行

　　　　②多子軽減については、国基準と同内容で規定する。

標準時間、短時間の
区分

・２号、３号認定ごとに、標準時間と短時間の区分について検討
する
（例）国基準どおり

・国基準では２号、３号認定共に、短時間
の利用者負担額は、標準時間の98.3%とさ
れている。

　　●　その他の事項

　　　　①利用者負担（保育料）の条例の書きぶり等は事務局にて検討中

施設種別
・施設、事業の種類を問わず、同一の水準とするか検討する
（例）国基準どおり

・国基準では１号、２号、３号認定の３種類
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階層区分 推定年収 現行の保育料 階層区分 利用者負担

①生活保護世帯 ― ０円 ①生活保護世帯 ０円

②市町村民税
　非課税世帯
　（市町村民税所得
割非課税世帯含む）

～２７０万円 ９，１００円

②市町村民税
　非課税世帯
　（市町村民税所得
割非課税世帯含む）

９，１００円

③市町村民税
　所得割課税額
　７７，１００円以下

～３６０万円 １６，１００円
③市町村民税
　所得割課税額
　７７，１００円以下

１６，１００円

④市町村民税
　所得割課税額
　２１１，２００円以下

～６８０万円 ２０，５００円
④市町村民税
　所得割課税額
　２１１，２００円以下

２０，５００円

⑤市町村民税
　所得割課税額
　２１１，２０１円以上

６８０万円～ ２５，７００円
⑤市町村民税
　所得割課税額
　２１１，２０１円以上

２５，７００円

※②～⑤：第１階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が ※①～⑤：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に階層区分を設定
　右の区分に該当する世帯 ※ただし、給付単価を限度とする。

※なお、現在、市町村が定める利用者負担額よりも低い保育料を設定している
※現行の保育料：実際の保育料等の平均値から幼稚園就園 　幼稚園については、新制度への円滑な移行の観点から、一定の要件の下で
　奨励費補助の単価を差し引いたもの。 　経過措置を講ずる。

【国の子ども・子育て支援新制度説明会資料より抜粋】

教育標準時間認定を受けた子どもの利用者負担のイメージ（月額）

　　　　　※ここでお示ししている利用者負担のイメージは、国庫負担金（都道府県負担金）の精算
　　　　　　基準としての位置付け（最終的な利用者負担はこの基準を上限として市町村が設定）
            以下、次頁以降同様
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保育認定を受けた子ども（満３歳以上）の利用者負担のイメージ（月額）

保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ― ０円 ①生活保護世帯 ０円 ０円

②市町村民税
　非課税世帯

～２６０万円 ６，０００円
②市町村民税
　非課税世帯

６，０００円 ６，０００円

③市町村民税
　課税世帯

～３３０万円 １６，５００円
③市町村民税
　課税世帯（所得税
非課税世帯）

１６，５００円 １６，３００円

④所得税額
　４０，０００円未満

～４７０万円 ２７，０００円
④所得割課税額
　９７，０００円未満

２７，０００円 ２６，６００円

⑤所得税額
　１０３，０００円未満

～６４０万円 ４１，５００円
⑤所得割課税額
　１６９，０００円未満

４１，５００円 ４０，９００円

⑥所得税額
　４１３，０００円未満

～９３０万円 ５８，０００円
⑥所得割課税額
　３０１，０００円未満

５８，０００円 ５７，１００円

⑦所得税額
　７３４，０００円未満

～１，１３０万円 ７７，０００円
⑦所得割課税額
　３９７，０００円未満

７７，０００円 ７５，８００円

⑧所得税額
　７３４，０００円以上

１，１３０万円～ １０１，０００円
⑧所得割課税額
　３９７，０００円以上

１０１，０００円 ９９，４００円

※②～③：第１階層及び第４～第８階層を除き、前年度分の
　市町村民税の区分が右の区分に該当する世帯
※④～⑧：第１階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、 ※①～⑧：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に
　その所得税の区分が右の区分に該当する世帯 　階層区分を設定
※ただし、保育単価を限度とする。 ※ただし、給付単価を限度とする。

階層区分 推定年収
現行の

費用徴収基準
階層区分

利用者負担

・保育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本、保育短時間認定を受けた子どもは、 

 「０．７兆円の範囲で実施する事項」の整理に従い、保育標準時間認定を受けた子どもの▲１．７％を基本に設定 
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保育認定を受けた子ども（満３歳未満）の利用者負担のイメージ（月額）

保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ― ０円 ①生活保護世帯 ０円 ０円

②市町村民税
　非課税世帯

～２６０万円 ９，０００円
②市町村民税
　非課税世帯

９，０００円 ９，０００円

③市町村民税
　課税世帯

～３３０万円 １９，５００円
③市町村民税
　課税世帯（所得税
非課税世帯）

１９，５００円 １９，３００円

④所得税額
　４０，０００円未満

～４７０万円 ３０，０００円
④所得割課税額
　９７，０００円未満

３０，０００円 ２９，６００円

⑤所得税額
　１０３，０００円未満

～６４０万円 ４４，５００円
⑤所得割課税額
　１６９，０００円未満

４４，５００円 ４３，９００円

⑥所得税額
　４１３，０００円未満

～９３０万円 ６１，０００円
⑥所得割課税額
　３０１，０００円未満

６１，０００円 ６０，１００円

⑦所得税額
　７３４，０００円未満

～１，１３０万円 ８０，０００円
⑦所得割課税額
　３９７，０００円未満

８０，０００円 ７８，８００円

⑧所得税額
　７３４，０００円以上

１，１３０万円～ １０４，０００円
⑧所得割課税額
　３９７，０００円以上

１０４，０００円 １０２，４００円

※②～③：第１階層及び第４～第８階層を除き、前年度分の
　市町村民税の区分が右の区分に該当する世帯
※④～⑧：第１階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、 ※①～⑧：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に
　その所得税の区分が右の区分に該当する世帯 　階層区分を設定
※ただし、保育単価を限度とする。 ※ただし、給付単価を限度とする。

階層区分 推定年収
現行の

費用徴収基準
階層区分

利用者負担

・保育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本、保育短時間認定を受けた子どもは、 

 「０．７兆円の範囲で実施する事項」の整理に従い、保育標準時間認定を受けた子どもの▲１．７％を基本に設定 
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〈低所得世帯等の減免規定の取り扱い〉

　　　　現行の保育所における取り扱いを踏まえ、教育標準時間認定・保育認定を受ける子どものいずれの場合についても、

　　 同様に軽減措置を実施。

　　　　　　　　〇基準額上、第２・３階層で以下に該当する世帯の場合を対象に軽減措置を実施。

　　　　　　　　　　（対象世帯）
　　　母子世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が
　　　認めた世帯）

（軽減額）
　　　上記の世帯に該当する場合は、右欄の基準額表を適用。

　　〈教育標準時間認定〉

階層区分 利用者負担額 利用者負担額

第２階層 ９，１００円 ０円

第３階層 １６，１００円 １５，１００円

　　〈保育認定〉

　　　（３歳以上児）

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第２階層 ６，０００円 ６，０００円 ０円 ０円

第３階層 １６，５００円 １６，３００円 １５，５００円 １５，３００円

　　　（３歳以上児）

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第２階層 ９，０００円 ９，０００円 ０円 ０円

第３階層 １９，５００円 １９，３００円 １８，５００円 １８，３００円

市町村民税非課税世帯

所得割課税額
　　４８，６００円未満

利用者負担額

市町村民税非課税世帯

所得割課税額
　　４８，６００円未満

階層区分 定　　義
利用者負担額 利用者負担額

定　　義

市町村民税非課税世帯
（市町村民税所得割非課税世帯含む）

所得割課税額
　　７７，１００円以下

階層区分 定　　義
利用者負担額
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現行の国基準保育料と市保育料について

　　平成２６年度保育料月額基準表

単位（円） 　　単位（円）

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児 階層区分 条件 ３歳未満児 ３歳以上児

Ａ 被保護世帯 0 0
Ｂ１ ひとり親世帯等で前年度分の市町村民税非課税世帯 0 0
Ｂ２ ひとり親世帯等を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 1,500 1,000
Ｃ１ 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの世帯 3,500 2,200
Ｃ２ 　　　　　〃　　　　　　　　所得割１万円未満の世帯 4,500 3,100
Ｃ３ 　　　　　〃　　　　　　　　所得割１万円以上の世帯 5,500 3,900

27,000 Ｄ１ 前年分の所得税課税額　３千円未満の世帯 8,500 7,100
（保育単価限度） Ｄ２ 　　　〃　　　　　３千円以上１万円未満の世帯 11,100 9,700

41,500 Ｄ３ 　　　〃　　　　　１万円以上２万２千円未満の世帯 13,600 12,200
（保育単価限度） Ｄ４ 　　　〃　　　　　２万２千円以上４万５千円未満の世帯 16,100 14,400

58,000 Ｄ５ 　　　〃　　　　　４万５千円以上６万２千円未満の世帯 20,200 16,300
（保育単価限度） Ｄ６ 　　　〃　　　　　６万２千円以上７万７千円未満の世帯 23,000 18,500

80,000 77,000 Ｄ７ 　　　〃　　　　　７万７千円以上９万円未満の世帯 25,800 19,900
（保育単価限度） （保育単価限度） Ｄ８ 　　　〃　　　　　９万円以上１０万円未満の世帯 28,500 21,200

104,000 101,000 Ｄ９ 　　　〃　　　　　１０万円以上１２万円未満の世帯 30,500 22,800
（保育単価限度） （保育単価限度） Ｄ１０ 　　　〃　　　　　１２万円以上２０万円未満の世帯 32,700 23,000

Ｄ１１ 　　　〃　　　　　２０万円以上２７万円未満の世帯 36,200 23,300
児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、次表に掲げる Ｄ１２ 　　　〃　　　　　２７万円以上３３万円未満の世帯 39,400 23,700
徴収金基準額とする。 Ｄ１３ 　　　〃　　　　　３３万円以上４０万円未満の世帯 41,400 24,100
(1)母子世帯等 Ｄ１４ 　　　〃　　　　　４０万円以上５６万円未満の世帯 46,500 24,300
(2)在宅障害児(者)のいる世帯 Ｄ１５ 　　　〃　　　　　５６万円以上７３万円未満の世帯 49,900 24,900
　①身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 Ｄ１６ 　　　〃　　　　　７３万円以上の世帯 52,600 25,300
　②療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者。 Ｃ１階層 前年度分の固定資産税課税額が４千円以上である世帯 一般分徴収金額のＣ２階層と認定する

　③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者手帳の交付を受けた者。 Ｃ２階層 前年度分の固定資産税課税額が６千円以上である世帯 一般分徴収金額のＣ３階層と認定する

　④特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法 Ｃ３階層 前年度分の固定資産税課税額が８千円以上である世帯 一般分徴収金額のＤ１階層と認定する

　　に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者。 Ｄ１階層 前年度分の固定資産税課税額が１万円以上である世帯 一般分徴収金額のＤ２階層と認定する

(3)保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯。

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児 ※同一世帯から２人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園等に入園している場合、
　第２子目は当該保育料の1/2、第３子目以降は無料（※最低保育料あり）となります。

　

東久留米市保育料基準表(現行：２６年度）国基準徴収額表（現行：２６年度）

0

6,000

0

9,000

定義

一
般
分
徴
収
金
額

　　〃　　７３万４千円以上

16,500

被保護世帯

前年度分の市町村民税非課税世帯

第８階層

市町村民税課税世帯

第１階層

第２階層

19,500

前年分の所得税課税額　４万円未満

　　〃　　　４万円以上１０万３千円未満

　　〃　　１０万３千円以上４１万３千円未満

第４階層 30,000

44,500

61,000

第３階層

第２階層

第５階層

第６階層

第７階層 　　〃　　４１万３千円以上７３万４千円未満

付
加
徴
収
金
額

18,500 15,500第３階層

0 0
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